










Ⅲ 関連性のある既存組織との連携

「渡良瀬遊水地保全・利活用協議会（以下、「本協議会」という。）」の取り組みは、関連性のある既存の
組織との連携によって、シナジー効果が期待できる。

既存組織①
「渡良瀬遊水地エリアエコロジカル・ネットワーク推進協議会、渡良瀬遊水地エリア検討部会」

トキやコウノトリなどを指標とした河川（渡良瀬遊水地を含む）及び周辺地域で、多様な生物の生息可能
な自然環境の保全・再生方策を推進し、賑わいのある地域振興・経済活性化方策に取り組むとともに、広
域連携モデルとしてのエコロジカル・ネットワークの形成による魅力的な地域づくりを実現することを目
的としている。

既存組織②
「渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会」

渡良瀬遊水地の湿地環境等、自然環境の適切な管理のあり方等を検討することを目的としている。

上記①及び②の組織は、設立の経緯や目的が異なっていることから、各々が独立した組織として機能してい
たが、本協議会の目的である「渡良瀬遊水地のラムサール条約登録を踏まえ、「湿地の保全」、「湿地の賢
明な利用」を図るため、治水機能の向上と継続的な自然環境の保全及び様々な利活用の促進に関し、関係機
関及び周辺の住民等が十分に協議を行う。」を実践するため「コウノトリを初めとする鳥類」の生息環境の
保全・再生推進の観点からも、今後は積極的に情報の発信・交換を行い、連携を図っていくことが、第７回
協議会において決定した。

【R２年度の実施報告】
・上記の情報の発信・交換を効果的に実施することを主たる目的として、渡良瀬遊水地保全・利活用協議会
規約第１２条に定める「幹事会」に、上記①及び②の組織の構成員を兼ねている本協議会構成員（部会構成
員を含む）の作新学院大学女子短期大学部青木教授に継続してご出席いただいた。
（令和元年度からの試行）
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